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第１部　基本的な方針

　男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号。以下「基本法」とい

う。）においては、「男女共同参画社会の形成」を、「男女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する

こと」（第２条）と定義し、その促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、基本的な計画を定めることとしています。

　女性も男性も全ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分か

ち合いつつ、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共

同参画社会の実現は、少子高齢化が進み、人口減少社会に突入した我が国社

会にとって、社会の多様性と活力を高め、我が国経済が力強く発展していく

観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要であ

り、社会全体で取り組むべき最重要課題です。

　これまで、我が国においては、男女共同参画社会の実現に向け、国際社会

における取組とも連動しながら、平成１１年の基本法の制定に始まり、平成

１５年の男女共同参画推進本部による「社会のあらゆる分野において、

２０２０年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程

度になるよう期待する」との目標を設定するとともに、基本法に基づく男女

共同参画基本計画や成長戦略等を通じたポジティブ・アクション（積極的改

善措置）を始めとする様々な取組を進めてきました。その結果、社会全体で

女性の活躍の動きが拡大し、我が国社会は大きく変わり始めている。さら

に、平成２７年８月には、女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行

動計画の策定を事業主に義務付ける、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）

が成立し、我が国における男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな段

階に入りました。

　一方、我が国社会の現状を見ると、長時間労働等を背景とした男女の仕事

と生活を取り巻く状況、いわゆるМ字カーブ問題や働き方の二極化、女性の

ライフスタイルや世帯構成の変化への対応等、様々な側面からの課題が存在

しており、世代を越えた男女の理解の下、それらを解決していくため、真に

実効性のある取組が求められています。

第１部 基本的な方針
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　このため、第４次びほろ男女共同参画プラン（以下「４次プラン」とい

う。）では、以下の３つを目指すべき社会とし、その実現を通じて、基本

法が目指す男女共同参画社会の形成の促進を図っていきます。

 ①　男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性

　　に富んだ豊かで活力ある社会

②　男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会

 ③　男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、　

　　男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送るこ

　　とができる社会

１　経緯及び美幌町の動き

　美幌町では、平成８年４月に制定した「第４期美幌町総合計画」において

女性の社会進出の向上と活動の促進を掲げるとともに、同年３月、庁内各部

局の連携強化と町の女性行政推進のための計画策定を目的として設置した

「美幌町女性総合対策室」を中心に、男女共同参画の実現に取り組んできま

した。

　平成１１年１２月に一人ひとりが個性を生かし共に社会を支えていくこと

を指針とした「美幌町男女共同参画プラン（第１次プラン）」を策定し、町

の役割や各分野での女性に関する施策を総合的に推進してきました。

　第２次プラン（平成１８年度～）では、第１次プランの全面的な見直しを

行い、「第５期美幌町総合計画」のもとで男女共同参画社会の実現ととも

に、町民と行政、企業や団体等が共通の理解と協力のもと推進してきまし

た。

平成２２年４月、「美幌町女性総合対策室」を廃止し、新たに「美幌町男女

共同参画プラン推進委員会」を設置するとともに、民間の女性団体による

「男女共同参画プランを見直す会」を立ち上げました。

　第３次プラン（平成２３年度～）では、第２次プランを基本としながら男

女共同参画の推進内容の具体的な取り組みなどについて、追加・修正し計画

書を作成し推進してきました。

　第３次プラン策定以降も人口減少や少子高齢化が進む中、平成２５年８月
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２　性格

（１）市町村男女共同参画計画としての位置づけ

　この計画は、基本法第１４条第３項に基づく、「男女共同参画社会の形

成の推進に関する施策についての基本的な計画」及び女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（以下、女性活躍推進法という）第６条第２

域内における女性の職業生活における項に基づく、「区活躍の推進に関す

る施策についての計画」として位置づけるものであり、本町における男女

共同参画社会の実現に向けた総合的な施策の指針です。

（２）法令及び関連計画との整合性

　この計画は、基本法、女性活躍推進法、北海道男女平等参画推進条例

（平成１３年北海道条例第６号）、国の第４次男女共同参画基本計画及び

道の第３次男女平等参画基本計画を踏まえ、第６期美幌町総合計画及びそ

の他関連計画との整合性を図っています。

３　期間

　平成３１年度から平成３８年度までの８年間とし、社会情勢の変化や計

画の進捗状況等に応じて必要な見直しを行います。

に地域活動支援センター「よりみち」が開所され、日中の居場所や生きがい

づくりの場として障がい者の社会参加の場となっています。

　平成２７年４月には美幌藤幼稚園で教育、保育を一体的に行う「認定こど

も園」がスタートし、多様な子育ての支援に関するニーズに応えています。

　平成２８年４月には「生活助け合いサービスさくらんぼ」を母体としてＮ

ＰＯ法人「絆－びほろ」が発足し、高齢者の支援やデイサービス事業、認知

症プログラムなどを行っています。「介護は女性がするもの」という固定的

な性別役割分担意識もある中、男性の参加も多く男女共同参画の一翼を担っ

ています。

　第３次プラン策定後の男女共同参画社会の形成に関連する様々な状況の変

化を考慮の上、今プランを策定するものです。
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〈成果目標〉

Ⅰ　あらゆる分野における女性の活躍

Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現

Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

待機児童数
0人

（平成30年）
0人の継続

（平成32年以降）

成果目標現状項目

29.5％
（平成30年）

30％以上
（平成32年以降）

審議会等委員に占める女性の割合

項目 現状 成果目標

健康寿命
男性：79.91歳
女性：85.93歳
（平成27年）

健康寿命を各
1歳以上延伸
（平成37年）

項目 現状 成果目標

- 4 -



〈基本的な考え方〉

　全ての女性がその生き方に自信と誇りをもち、自らの意思によりその個性と能力を十分に発揮

することにより、職場・家庭・地域等あらゆる場面において活躍できることが重要です。女性の

就業率が年々増加してきているなど、多くの分野において女性の活躍が進んできていますが、ま

だ十分とは言えません。

　女性の活躍を阻害している要因には、固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や様々な

社会制度・慣行があると考えられます。

　働く場面においては、勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当然と

されている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行が依然として根付いており、育児・介護等

と両立しつつ働きたい女性が、思うように活躍できない背景となっています。

　また、生活の場面においても、これまで男性は、家事・育児・介護等への参画や地域社会への

貢献などが必ずしも十分でない状況等により、家事・育児・介護等における女性側の負担が大き

くなるなど、家庭以外の場所における女性の活躍が困難になる場合が多い状況です。

　男女の働き方・暮らし方・意識を変革し、男性中心型労働慣行等を見直すことにより、互いに

責任を分かち合いながら家事・育児・介護等へ参画し、また、地域社会への貢献等、あらゆる分

野において活躍するとともに、職業生活その他の社会生活と家庭生活との調和が図られた、男女

が共に暮らしやすい社会の実現を目指すべきです。

　このように、男性中心型労働慣行等を見直すことによって、女性の活躍を推進していくことを

目指します。

第２部 施策の基本的方向と具体的な取組

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍

Ⅰ－１ 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍
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１　長時間労働の削減等の働き方改革

２　家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備

３ 男女共同参画に関する男性の理解の促進

施策の基本方向

　固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見は、時代とともに変わりつつあるものの、特に
男性に強く残っている傾向にあります。そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多
くを事実上女性が担うことにつながっており、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進す
べく、意識啓発や相談活動等を通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図りま
す。

具体的な取り組み 担当部局

●　家事・育児への男性の参画、介護休業・休暇の取得を一層促進するた
　め、育児・介護休業等の両立支援制度の周知啓発、男性が家事・育児・
　介護に参画等するための情報提供等を行う。

商工観光Ｇ

施策の基本方向

具体的な取り組み 担当部局

まちづくりＧ
商工観光Ｇ

施策の基本方向

具体的な取り組み 担当部局

　少子高齢化の進展や共働き世帯が増加し、今後、育児や介護といった家庭生活における男性の
役割が増加する中で、これまで長時間勤務を当然とする働き方が多かった男性においても、短時
間勤務や所定時間内の勤務等、労働に関する時間制限が生じる者の増加が見込まれます。男女が
共に仕事と生活を両立しつつ、その個性を発揮して活躍できるよう、これまでの働き方を見直す
必要があります。

●　町内各企業等に向けた長時間労働の削減や、働き方改革の推進をす
　る。
　　また、国が整備を進める政策や法整備の内容について、町内企業等へ
　適宜情報を提供する。

　固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背後に、男性中心型労働慣行が維持されてい
ることなどにより、男性の十分な分担が必ずしも得られず、家事や子育て等における女性の負担
が重くなっているのが現状であり、その結果、女性が職場において活躍することが困難になる場
合が多い。一方、男性は、家事に不慣れ等の状況や、孤立した介護生活となっている例もあるた
め、男性の家庭生活への参画を強力に促進する必要があります。

まちづくりＧ●　企業における経営者及び管理職等の意識啓発
　①　男性社員の育児休業取得促進に向け、経営者等の意識改革など啓発
　　を行う。
　②　育児休業等を理由とする男性に対する不利益取扱いをなくすため、
　　企業におけるハラスメント防止対策等の情報提供や啓発を行う。

商工観光Ｇ

●　地域等における環境整備
　①　子ども・子育て支援新制度により、地域のニーズに応じた子育て支
　　援の一層の充実を図るとともに、「地域包括ケアシステム」の実現等
　　による家族の介護負担の軽減を進めるなど、男女が共に子育て・介護
　　をしながら働き続けることができる環境を整備する。

各グループ
保健福祉Ｇ
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●　学校教育において、男女共同参画の意識を高め、固定的な性別役割分
　担に捉われない意識が醸成されるよう、必要な教育を推進する。

●　男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広
　めるため、男性を対象とした啓発や、食育の推進、男性の活躍事例の情
　報発信等により、気運の醸成を図る。

商工観光Ｇ

学校教育Ｇ

まちづくりＧ

●　男性が家事や育児に参画することや、介護休業・休暇を取得すること
　に対する周囲（女性、両親等の年配者、子供、地域、職場等）の理解を
　深め、男性がそれらの活動に前向きに参画等できるよう、必要な広報・
　啓発活動等を行う。

●　男性経営者等の理解の促進を図り、男性経営者等が女性の活躍を応援
　する動きを拡大させるよう啓発を行う。

まちづくりＧ
保健福祉Ｇ

まちづくりＧ
商工観光Ｇ
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〈基本的な考え方〉

　女性は政治、経済、社会など多くの分野の活動を担っており、女性の活躍が進むことは、女性

だけでなく、男女が共に暮らしやすい社会の実現につながります。

　国が平成１５年に示した目標は「２０２０年までに、指導的地位に女性が占める割合を30％

程度とすること（以下「３０％目標」という。）とし、社会の多様性と活力を高め国の経済が力

強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要な目標で

あり、３０％目標を目指すことを国民の間でしっかり共有し、女性の参画拡大の動きを更に加速

していく必要がある。」としています。

　そのため、様々な分野でのワーク・ライフ・バランス等の環境整備や必要な情報の提供等を行

い、女性の参画拡大を図ります。

　また、政策決定過程での女性の参画拡大は、男女が政治的意思決定過程に積極的に参画し共に

責任を担うとともに、多様な意思が社会に反映される観点から、美幌町の審議会等に於いては、

国の目標である平成３２年度までに「３０％」の女性登用率を目指し、その後の登用率も平成

３８年度まで３０％を維持することを目指します。

Ⅰ－２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
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１ 行政分野

２ 経済分野

施策の基本方向

まちづくりＧ
商工観光Ｇ

　⑦　全ての職員が、その個性と能力を十分に発揮できるよう、育児休業
　　や介護休暇等の普及・啓発を図るとともに、各種相談体制の整備等を
　　進める。

　国の方針に従い、女性職員の採用・登用拡大に取り組むとともに、子育てや介護を担う職員を
含め、男女全ての職員のワーク・ライフ・バランスを実現し、女性のみならず全ての職員にとっ
て活躍しやすい職場環境の実現のためのあらゆる施策を講じ、政策の質と行政サービスの向上を
図ります。

具体的な取り組み 担当部局

●　美幌町の施策・方針決定過程への女性の参画拡大 総務Ｇ

　①　女性職員の管理職への積極的な登用を図るとともに、将来指導的地
　　位を担うことが期待される人材プールを確保する。このため、必要な
　　研修の機会を付与するとともに、柔軟な人事管理を行い、女性職員の
　　ライフステージに応じた計画的な育成に取り組む。

　②　女性職員が出産・子育てをしながらキャリアを形成していくイメー
　　ジ・意欲を持てるよう、出産・育児等を乗り越えて活躍する好事例の
　　情報提供、子育て中の職員が抱える悩み等の相談に丁寧に応じる体制
　　を構築する。

　③　育児休業中の職員の支援の充実を図るとともに、育児休業や育児短
　　時間勤務等の両立支援制度を利用したことのみにより、昇格・昇任に
　　不利益とならないよう取り組む。

　④　男女にかかわらず、全ての職員のワーク・ライフ・バランスを実現
　　するため、超過勤務の縮減、休暇の取得促進を行う。併せて、職員の
　　勤務状況の改善に向けた具体的な取組を進める。

　⑤　女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バランスに関する職員
　　の意識変革を促すため啓発を行う。

　⑥　男性職員の育児休業、育児のための部分休業、配偶者出産休暇、育
　　児参加のための休暇、介護休暇（時間単位のものも含む。）等の自主
　　的な取得を促すため、育児休業等の取得を呼びかけるとともに、周囲
　　のサポート体制の確保を図り、気兼ねなく育児休業等を取得できる職
　　場環境の整備を図る。

●　美幌町の審議会等委員への女性の参画拡大 まちづくりＧ
　①　審議会等委員に占める女性の委員の参画拡大に向けて、情報提供や
　　啓発を行う。

施策の基本方向

　働く場面で女性がより活躍できるよう、女性の採用・登用・能力開発等の啓発や情報提供を行
います。
　また、国等で示す公共調達・補助金・認定制度等や、女性の活躍の重要性に関する各界の男性
リーダーの理解の促進についても啓発や情報提供を行います。

具体的な取り組み 担当部局

●　企業における女性の参画拡大

　①　女性活躍推進法に基づく、事業主行動計画の策定など、国が推進す
　　る女性の活躍状況に関する情報開示（見える化）の情報提供を行う。

　②　国が支援する各企業における女性の活躍状況や男女間の格差を測る
　　物差しとなる「見える化」支援ツールや、企業自らによる自社の現状
　　把握や分析の支援などの情報提供を行う。
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３ その他の分野における女性の参画拡大

スポーツ振興Ｇ

まちづくりＧ

環境生活Ｇ
農政Ｇ
耕地林務Ｇ
農業委員会
学校教育Ｇ

総務Ｇ
まちづくりＧ

　⑤　女性の活躍の重要性に関する経営者・管理職等の理解促進の取組
　　や、いわゆる「イクメン」「イクボス」への支援に取り組む企業の情
　　報、管理職候補者となる女性職員の養成等に取り組む企業の情報等、
　　企業の理解促進に繋がる情報を提供する。

　③　町内の経済団体、金融機関、教育機関、ＮＰＯ等地域の多様な主体
　　による連携体制の構築を検討する。

　④　国が進める有価証券報告書等への女性の役員比率等の記載の義務付
　　けや、「女性の活躍『見える化』サイト」と「女性の活躍・両立支援
　　総合サイト」の企業情報の総合データベース化、「なでしこ銘柄」の
　　選定等により、資本市場等において、女性の活躍に取り組む企業の評
　　価を高める仕組みの情報提供を行う。

●　各種団体における女性役員等の登用を促すため、国等で行う表彰や補
　助金等の情報提供を行う。

●　女性の能力の開発・発揮のための情報

　①　将来役員や管理職に就くことが期待される女性社員の育成の好事例
　　や、社外役員制度を利用した女性の登用を促進するため、「社外役員
　　等に関するガイドライン」等の情報、国が示す女性役員の登用を促進
　　する方策の情報、役員候補者となり得る女性人材のデータベース「は
　　ばたく女性人材バンク」等の必要な情報を提供する。

　②　中小企業を含め企業における管理職候補者となる女性職員の養成、
　　女性が働き続ける上での悩みについて助言するメンター制度の導入、
　　女性管理職等のネットワーク構築等の取組を促進するため、女性活躍
　　加速化助成金等の支援制度等の周知や情報提供を行う。

●　女性起業家に対する支援
　①　事業の立上げから運営までをワンストップで支援する窓口や制度の
　　情報提供を行う。

　②　女性起業家が利用できる低利融資や補助等の女性起業家に対する資
　　金面・事業活動面での支援の情報提供を行う。

施策の基本方向

　ＮＰＯ等の団体内部における女性の参画拡大を促すよう啓発や情報提供を行います。

具体的な取り組み 担当部局

●　役員の女性登用が促進するよう、手段等の情報提供や啓発を行う。

　⑥　防災会議等の各種有識者会議の構成員で、防災に関する政策・方針
　　決定過程への女性の参画拡大

●　次について女性の参画拡大を推進し啓発を行う。

　①　ＰＴＡ・自治会等の地域における政策・方針決定過程への女性の参
　　画拡大

　②　農業委員会の委員、農業協同組合、森林組合等、農山村における政
　　策・方針決定過程への女性の参画拡大

　③　環境政策に関する各種会議等の構成員等、環境に関する政策・方針
　　決定過程への女性の参画拡大

　④　スポーツ関係団体等における女性の参画拡大
　⑤　新聞業界等における女性の参画拡大
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〈基本的な考え方〉

けた取組を推進します。

「マタニティハラスメント」という。）等の根絶、男女間の賃金格差の解消等、雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保が不可欠です。

　パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就業ニーズに応えるという積極的な意義もある一

方、男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用の割合が高いことが女性の貧困や男女間の

格差の一因になっているとの問題もあるため、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換に

向けた取組が必要です。

　働きたい人が性別に関わりなくその能力を十分に発揮できる社会づくりは、経済社会の持続可

能な発展や企業の活性化という点から、極めて重要な意義を持ちます。しかし、子育てや介護等

を理由に就業を希望しながら求職していない女性が多く潜在しており（総務省の「労働力調査

（平成２９年）」では、１０４万人が潜在している状況）、非常に大きな損失となっています。

　働きたい女性が仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十

分に発揮することができるよう、ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方等を通じた仕事

と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や、パートナーである男性の子育て・介護等への参

画等が重要となります。

　また、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い（以下

　国、企業等と連携し、雇用等における男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスの実現に向

Ⅰ－３ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
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１ ワーク・ライフ・バランス等の実現

　③　メンタルヘルスの確保や過労死等の防止のための対策の情報提供や
　　啓発を行う。

　④　女性活躍推進法に基づく女性の活躍状況に関する情報を提供する。

　⑤　長時間労働の削減等の働き方改革に向け、国が進める運動等の情報
　　提供や啓発を行う。

●　ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の実現

　⑦　女性の活躍の必要性に関する経営者や管理職の意識改革を促すた
　　め、情報提供や啓発を行う。

　⑧　働きやすく、働きながら安心して子供を産み育てられる環境の形成
　　を推進する。

●　男性の子育てへの参画の促進、介護休業・休暇の取得促進

　①　男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを
　　広めるため、男性を対象とした啓発や、食育の推進、男性の活躍事例
　　の情報発信等により、気運の醸成を図る。（再掲）

まちづくりＧ
商工観光Ｇ

施策の基本方向

　働きたい女性が仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十
分に発揮することができるよう、長時間労働の削減や生産性の向上に向けた効率的な働き方の推
進等によるワーク・ライフ・バランス及びライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の実現
を図ります。
　併せて、パートナーである男性の子育て・介護等への参画及び女性が活躍するための前提とな
る人材育成の在り方の見直しを推進するとともに、好事例の情報提供や啓発を行います。

具体的な取り組み 担当部局

●　ワーク・ライフ・バランスの実現のための長時間労働の削減等

　①　多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組を促進するため、育
　　児・介護休業、短時間勤務制度などの情報提供や啓発を行う。

　②　必要な期間における勤務地・職務・勤務時間を限定した多様な正社
　　員制度等の、労働者のライフステージに配慮した制度や施策の情報提
　　供と啓発を行う。

　③　テレワークやサテライトオフィスなど、制約を受けない勤務形態の
　　職場環境の整備を促進するため、国の制度や法整備について、情報提
　　供や啓発を行う。

　④　配偶者の転勤や家族の介護等による転居に配慮したキャリア継続に
　　関する仕組みの好事例の情報提供を行う。

　⑤　妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いをなくすため
　　の、企業におけるマタニティハラスメント防止に向けた啓発を行う。

　⑥　中小企業における女性の活躍推進を図るため、育児を行う労働者が
　　安心して育児休業を取得し職場に復帰できるよう、育児休業中の代替
　　要員の確保等、中小企業側の女性人材受入れのための国の対策につい
　　て、必要な情報提供を行う。

　①　国が進める中小企業における月６０時間を超える時間外労働に対す
　　る割増賃金率（５０％以上）の適用猶予の廃止、年次有給休暇の取得
　　促進等を内容とする労働基準法等の改正など、法定労働条件の履行確
　　保のための施策の情報提供を適宜行う。

　②　企業が主体的にワーク・ライフ・バランスを推進することができる
　　よう、生産性の向上に向けた効率的な働き方や妊娠・出産・育児期に
　　おける職場での配慮の在り方、年次有給休暇の取得促進等に関し、国
　　で示す指針や好事例の情報提供するとともに啓発を行う。
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２ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進

３ ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正

●　女性が活躍するための前提となる人材育成
　①　企業による女性の就業継続に向けた研修や、職員のライフプランニ
　　ング等の相談体制の整備、育児をしつつ継続就業できる男女労働者を
　　増やすための取組など、好事例や必要な施策の情報提供を行う。

　②　労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促進し、再就職時の職
　　業能力に基づいた評価にも資するよう、業界共通の職業能力評価の物
　　差しとなる技能検定を始め、国が進める職業能力評価制度等の情報提
　　供を行う。

施策の基本方向

　③　育児休業等を理由とする男性に対する不利益取扱いをなくすため、
　　企業におけるハラスメント防止の啓発を行う。

　②　企業における男性社員の育児休業取得促進のための事業主へのイン
　　センティブ等の情報を提供する。

まちづくりＧ

　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113
号。以下「男女雇用機会均等法」という。）の基本的理念である雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保に向けて、性別を理由とする採用・配置・昇格等における差別的取扱いや
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等が行われない職場づくりを促進します。
　また、男女間賃金格差の解消に向けた施策等の周知・情報提供を行います。

●　女性に対する各種ハラスメントの防止
　①　企業におけるセクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメン
　　ト防止対策を促進するため、訴訟等の実例も活用した啓発や関係施策
　　等の情報提供を行う。

　②　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び男女雇用機会均等法に
　　基づく女性労働者の母性保護及び母性健康管理の周知徹底を図る。

具体的な取り組み 担当部局

　①　女性の職業生活において、意欲をもって能力を伸長・発揮できる環
　　境を整備するため、男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使
　　により賃金格差の是正に向けた施策の周知及び情報提供を行う。

　③　非正規雇用労働者も含めた男女を問わず、職業生活を営む上で障害
　　となる、あらゆるハラスメントに一元的に対応する体制の整備につい
　　て、事業主の措置を促すため、必要な情報の提供と啓発を行う。

まちづくりＧ
商工観光Ｇ

●　男女雇用機会均等の更なる推進
　①　男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度について、幅広く制度等
　　の周知を図る。

●　男女間の賃金格差の解消

施策の基本方向

具体的な取り組み 担当部局

●　女性活躍推進法に基づく女性の活躍推進に向けた、企業等が行う取組
　の好事例や支援施策の情報提供を行う。

　ポジティブ・アクション（積極的差別撤廃措置）の推進等による職場における男女間格差の是
正や、女性の活躍、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けてた情報提供や啓発を行います。
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４ 非正規雇用労働者の処遇改善、正社員への転換の支援

商工観光Ｇ

●　企業に向けた認定制度や表彰制度等、各種助成制度等について情報提
　供を行う。

　①　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７
　　６号。以下「パートタイム労働法」という。）に基づき、パートタイ
　　ム労働者と通常の労働者の均等・均衡のとれた待遇を推進し、パート
　　タイム労働法の周知・啓発を行う。

●　公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・推進

　①　有期契約労働者について、労働契約法（平成１９年法律第１２８
　　号）に規定されている無期労働契約への転換、雇止め法理（※）及び
　　不合理な労働条件の禁止の周知徹底を図る。
　　　また、派遣労働者について、派遣先の労働者との待遇の均衡等を図
　　るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
　　に関する法律（昭和６０年法律第８８号）の周知を行う。

　　※　次のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、
　　　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
　　　いときは、有期労働契約が更新（締結）されたとみなすもの。
　　　・過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契
　　　　約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
　　　・労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労
　　　　働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が
　　　　あると認められるもの

　②　非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業及び介護休業の法制度
　　の内容について、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・啓発を
　　行う。

　③　非正規雇用労働者も含めたセクシュアルハラスメント及びマタニテ
　　ィハラスメント等、あらゆるハラスメントを防止するため、必要な情
　　報提供と啓発を行う。

　②　非正規雇用労働者の正社員への転換等を促進するため、正社員転換
　　・待遇改善に関する国の助成等を周知する。

まちづくりＧ

● 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援する。 まちづくりＧ

　①　ライフプランニングやキャリア形成に総合的に対応した研修の実
　　施、相談体制等の整備をするための必要な情報提供を行う。

　②　育児をしつつ継続就業できる男女労働者を増やすため、教育訓練等
　　の好事例の情報提供を行う。

●　企業による女性の役員・管理職の育成に向けた取組に対する支援に関
　する必要な情報提供を行う。

施策の基本方向

　パートタイム労働等の非正規雇用は、男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇用の割合
が高いことが女性が貧困に陥りやすい背景の一つとなっているほか、正社員と非正規雇用労働者
の間の格差が男女間の格差の一因になっており、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換
に向けた情報提供や啓発を行います。

具体的な取り組み 担当部局

商工観光Ｇ

●　正社員への転換に向けた取組等の推進
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〈基本的な考え方〉

　今後、急速かつ大幅な人口減少という厳しい現実に直面する中、活力ある地域社会を形成する

ためには、男女とも、希望に応じて、安心して働き、子育てをすることができる地域社会の実現

が不可欠である。

　これまで、高齢者福祉や子育て、防災・防犯活動、環境活動等、地域で行われる様々な活動

は、男女ともに担ってきましたが、ＰＴＡや自治会等、地域団体における会長等の役職について

は、自営業や職を退いた男性がその多くを占めています。多様な住民活動を行うため、会長等の

役職に女性の参画を拡大し、地域活動における男女共同参画を推進します。

　農業委員会の委員、農業協同組合、森林組合等の役員等への女性登用の一層の拡大を始めとし

た農山村における女性の政策・方針決定過程への参画拡大を促進します。また、女性が男性の対

減等、農山村におけるワーク・ライフ・バランス等の啓発を行います。

等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、家族経営協定の普及や有効な活用を

推進します。

　併せて、女性が働きやすい作業環境の整備や就業支援、育児・介護等に関わる男女の負担の軽

Ⅰ－４ 地域・農山村、環境分野における男女共同参画の推進
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１　地域活動における男女共同参画の推進

２ 地方創生における女性の活躍推進

　①　ＰＴＡや自治会等、地域に根差した組織・団体における政策・方針
　　決定過程への女性の参画拡大を図るため、啓発を行う。（再掲）

各グループ

　①　女性活躍推進法を踏まえ、女性の活躍推進のための取組が効果的か
　　つ円滑に実施されるよう、国、町、地域経済団体、地域金融機関、農
　　林水産団体、ＮＰＯ等の地域における多様な主体による連携体制を整
　　備する。

　②　地域の関係機関・団体との連携体制の下、女性の置かれた様々な状
　　況に応じた情報提供を行う。

　③　女性が働きやすく、働きながら安心して子供を産み育てられる環境
　　のまちづくりを推進する。

　④　女性による地域の課題解決に資する起業について、必要な情報提供
　　を行う。

　⑤　育児・介護等の経験をいかした地域活動への参画等、女性が中心と
　　なって地域の課題を解決する活動を多様な分野において一層推進し、
　　必要な情報提供を行う。

　⑥　消費者問題に取り組む女性の活躍推進の観点から、消費者安全法
　　（平成２１年法律第５０号）の改正を踏まえ、消費生活相談員の社会
　　的地位の向上や、地域において消費者被害の防止等の活動をする消費
　　生活協力員等の活躍促進に向けた情報提供や啓発を行う。

　④　町民の多様な経験をいかし、男女共同参画の視点に立った地域の活
　　性化やまちづくりを推進する。

施策の基本方向

　人口減少が進む中、将来にわたり持続可能な地域社会を構築するためには、女性の活躍が鍵で
あることを認識し、実情に応じた働く場の確保や働き方改革の取組を始め、地域における女性の
活躍を推進します。

具体的な取り組み 担当部局

各グループ

施策の基本方向

　地域の特定の活動が片方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化することのないよ
う、地域の活動に男女共に多様な年齢層の参画を促進し、地域活動における男女共同参画を推進
します。また、ＰＴＡ、自治会、地域における多様な政策・方針決定過程への女性の参画拡大を
図るとともに、地域活動に男女共同参画の視点が反映されるよう、各団体に対して働きかけま
す。

具体的な取り組み 担当部局

●　地域における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

●　地域における女性の活躍推進に向けた環境整備

　②　地域の活性化やまちづくりに関する政策・方針決定過程への女性の
　　参画拡大を図るため、啓発を行う。

●　男女共同参画の視点に立った地域活動の推進

　①　学校・保育所の保護者会（ＰＴＡ等）、自治会を平日昼間だけでな
　　く、夜間、休日等に実施するなど、参加しやすい方法を交えた啓発を
　　行う。

　②　就業している男女も地域活動に参加できるよう、年次有給休暇取得
　　促進の気運の醸成、長時間労働の解消などの啓発を行う。

　③　地域に根差した組織・団体の活動の実施に当たっては、男女共同参
　　画の視点が反映されるよう、講演会などの啓発を行う。
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３ 農山村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

４ 農山村における女性が働きやすい環境の整備、意識と行動の変革

まちづくりＧ
農政Ｇ

農政Ｇ●　農山村における女性が働きやすい環境の整備

　①　女性農業者の知恵と民間企業の技術等を結び付け、新商品やサービ
　　ス開発等を行う「農業女子プロジェクト」の情報提供をする。

　⑤　女性の行う農林業に関連する経営や起業等の支援のための経営体向
　　けの補助事業や融資について、必要な情報を提供する。

施策の基本方向

　経営の多角化等により重要な役割を担う女性が過重な負担を負うことがないよう、働きやすい
作業環境の整備や、育児・介護等に関わる男女の負担の軽減等、農山村におけるワーク・ライ
フ・バランスの実現に向けた取組を促進します。
　また、一部でいまだ根絶されていない固定的な性別役割分担意識等による行動様式を是正し、
あらゆる場における意識と行動の変革を促進します。

具体的な取り組み 担当部局

　③　地域を牽引していく女性リーダーを育成するための研修の情報提
　　供、女性リーダー層の活躍促進に向けて、先進的な取組や知識・技術
　　に関する情報提供等を行う。

●　農山村における女性の経営上の位置付けの明確化や経済的地位の向上
　①　家族経営協定の締結数の拡大を図るため、制度等の周知や好事例の
　　情報提供を行う。

　②　農林業に従事する女性の経営管理能力や技術の向上を目的とした研
　　修等の情報提供を行う。

　④　農林業における女性経営者の経営発展や女性の農林業者による適切
　　な経営継承を図るための、必要な情報を提供する。

具体的な取り組み 担当部局

●　農山村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
　①　「人・農地プラン」を策定する際に、検討会等への女性農業者の参
　　画を促す。

　②　農業委員会の委員、農業協同組合、森林組合等の役員等における複
　　数名の女性登用に取組よう次の点に留意し周知する。

　　・　農業委員会の委員の任命や農業協同組合の役員等の選出につい
　　　て、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法
　　　律第６３号）において、年齢及び性別に著しい偏りが生じないよ
　　　うに配慮しなければならない旨の規定が置かれたことを十分に踏
　　　まえ、委員、役員等の任命、選出が男女共同参画の視点から行わ
　　　れるよう周知する。
　　・　集落営農組織や土地改良区における意思決定過程への女性の参
　　　画拡大に向けた啓発を行う。

耕地林務Ｇ
農業委員会

耕地林務Ｇ

　③　酪農及び肉用牛経営を始め畜産経営において重要な役割を占めてい
　　る女性が経営や地域社会へ参画する機会を増やすため、女性の能力向
　　上のための研修等、必要な情報を提供する。

施策の基本方向

　農山村における政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため啓発を行います。
　また、女性が男性の対等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、女性の経営
上の位置付けの明確化や経済的地位の向上に向けた取組の情報提供を行います。
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５ 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進

●　環境問題への取組への男女共同参画の視点の導入

　⑥　農林業やその関連事業における事故について、事故防止対策の強化
　　を推進する。

　⑦　仕事と家事・育児・介護等との調和や多様なライフスタイルの確立
　　をするため、家族経営協定の締結、ヘルパー利用の促進、農山村にお
　　ける男性の家事・育児・介護等への参画及びそれに関する周囲の理解
　　について啓発を行う。

●　農山村における意識と行動の変革
　①　女性の役割を適正に評価し、農山村に暮らす男女が、自分の生き方
　　を自由に選択し、自分の人生を自分自身で設計・実現していくことが
　　できるよう、啓発活動及び情報提供を行う。

　②　農林業関係の男女共同参画社会の形成に向けた社会的気運の醸成を
　　図るため、「農山漁村女性の日」等の活動の情報提供や啓発を行う。

　②　農林業経営において、家族経営協定の締結に加え、福利厚生面の充
　　実にもつながる法人化を進めるとともに、法人経営における女性の経
　　営参画拡大に向けた取組を進める。また、子育て期の女性でも働きや
　　すい環境づくりを推進する。

　③　農山村における少子高齢化の進展に対応するため、女性や高齢者を
　　含め、今後の農村地域の活性化を担う人材の確保を推進する。

　④　農林業への就業希望者に対する情報提供、相談活動等を行うととも
　　に、就業後の定着等を図るための支援等を実施する。

　⑤　ロボットやＩＣＴの活用を推進し、重労働や単純作業の軽減を図
　　り、性別、年齢に関わりなく様々な作業が実施できるよう推進する。

まちづくりＧ

　①　環境政策に関する各種計画等の作成に当たっては、男女共同参画の
　　視点に配慮する。

施策の基本方向

　環境保全等に関する女性の豊かな知識や実践的な経験等をより広くいかす観点から、環境分野
における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るとともに、環境問題への取組に男女共同
参画の視点が反映されるよう啓発を行います。

具体的な取り組み 担当部局

●　環境に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大
　①　環境政策に関する各種会議等の構成員について、女性の参画拡大を
　　図るよう啓発を行う。

環境生活Ｇ
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〈基本的な考え方〉

　男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを

持って生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての前提と言えます。心身及びその

健康について正確な知識・情報を入手することは、主体的に行動し、健康を享受できるようにし

ていくために必要です。特に、女性は妊娠・出産や女性特有の更年期疾患を経験する可能性があ

るなど、生涯を通じて男女が異なる健康上の問題に直面することに留意する必要があります。

　男女の健康を生涯にわたり包括的に支援するための取組や、男女の性差に応じた健康を支援す

るための取組を総合的に推進します。

Ⅱ安全・安心な暮らしの実現

Ⅱ－１ 生涯を通じた女性の健康支援
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１ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

　⑦　加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支援が必要な状態にな
　　ることが多く、また、配偶者を失うなどの孤立により、抑うつ状態に
　　陥ることもあることを踏まえた啓発を行う。

　⑥　認知機能低下及びロコモティブシンドローム（運動器症候群）等の
　　予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、男
　　女共に健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活
　　できる期間）の延伸を実現するよう啓発を行う。

　⑥　男性は、肥満者の割合が高く、喫煙・飲酒する者の割合も高い。ま
　　た、精神面で孤立しやすいほか、若年層を含め経済・生活問題や勤務
　　問題が背景にある自殺も多い。更には、３０歳代、４０歳代を中心に
　　長時間労働者が多く、仕事と生活の調和がとりにくい状況にある。こ
　　うした実態を改善し、男性の生涯を通じた健康保持に関する情報提供
　　や啓発を行う。

　⑦　男女問わず、非正規雇用労働者を含む全労働者に対して、職場のメ
　　ンタルヘルス対策等を通じた労働者の健康確保のための情報提供や啓
　　発を行う。

●　ライフステージ別の取組の推進

　①　望まない妊娠や性感染症に関する適切な予防行動については、現状
　　を踏まえた具体的かつ実践的な啓発を行うとともに、避妊や性感染症
　　予防について的確な判断ができるよう情報提供や啓発を行う。

　②　女性の就業等の増加に鑑み、企業における健診の受診促進や妊娠・
　　出産を含む女性の健康に関する相談体制の構築等、必要な情報提供と
　　啓発を行う。

　③　個人が将来のライフデザインを描き、妊娠・出産等についての希望
　　を実現することができるよう、情報提供や啓発を行う。

　④　育児・介護の支援基盤の整備、妊娠・出産・子育てにわたる切れ目
　　のない支援体制の構築、長時間労働の削減など、多様で柔軟な働き方
　　の実現等の環境整備を推進する。

　⑤　更年期における心身の不調が、就業等や社会生活の質を低下させる
　　ことや、女性の就業等の増加に鑑み、企業における知識の浸透や相談
　　体制の構築に向けた情報提供と啓発を行う。

　⑤　女性の健康に影響を及ぼす社会的要因や子宮内膜症を含む月経関連
　　疾患等の情報提供や啓発を行う。
　　　併せて、子宮頸がん検診・乳がん検診等の更なる検診の受診率向上
　　に向けた取組について検討を行う。

施策の基本方向

　生涯を通じた健康の保持のためには、疾患の罹患状況が男女で異なることなどに鑑み、性差に
応じた的確な医療を受けることが必要です。特に女性については、その心身の状況が思春期、出
産期、更年期、老年期等人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目し、長期的、継
続的かつ総合的な観点に立って健康の増進を支援する。また、薬物乱用等の健康を脅かす問題に
ついての啓発を行います。

具体的な取り組み 担当部局

保健福祉Ｇ●　包括的な健康支援のための体制の構築

　①　性差医療に関する啓発、性差を踏まえた心身の健康維持や生活習慣
　　病の予防啓発を行う。

　②　女性の健康に関する教育活動、広報活動等を通じた知識の普及啓発
　　を行う。

　③　女性の心身の特性に応じた保健医療サービス等が必要な場合、適宜
　　専門医等を案内する体制を整える。

　④　女性の健康の増進に関する情報の収集及び提供を行う。
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２ 妊娠・出産等に関する健康支援

国保病院

保健福祉Ｇ

●　薬が胎児へ与える影響などの最新情報に基づき、妊娠を希望している
　人や妊婦に対する相談体制や情報提供を行う。

●　安心して子供を産み、育てることができるよう、産科医の医師確保等
　を行い、周産期医療体制の充実を図る。

●　妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨や妊婦健診等の保健サービスの
　推進により、妊娠・出産期の健康管理の充実を図る。
　　また、引き続き、妊婦健診の公費負担等により、出産・育児に係る経
　済的負担の軽減を図る。

●　不妊治療に係る経済的負担の軽減、不妊・不育の専門の相談体制の充
　実等を進めるとともに、治療のための休暇が取りやすい職場環境の整備
　の啓発を行う。

●　妊娠期から子育て期の利用しやすい相談体制の整備、利用者への情報
　提供を行うとともに、産前・産後サポートや産後ケアを実施することを
　通じて、妊産婦等を支える地域の包括支援体制を構築する。

●　母性健康管理指導事項連絡カードの情報提供をし、妊娠中及び出産後
　の女性労働者に対する適切な母性健康管理の推進を図る。また、女性の
　就業等の増加に鑑み、企業における健診の受診の促進や、妊娠・出産を
　含む女性の健康に関する相談体制の構築等を通じて、働く女性が仕事に
　打ち込める体力・気力を維持できるような体制を整備するよう啓発を行
　う。併せて、マタニティハラスメントについて情報提供や啓発の強化に
　取り組む。

●　妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、マタニティマークやベビ
　ーカーマークの情報提供を行う。

具体的な取り組み 担当部局

●　健康を脅かす問題についての対策の推進
　①　薬物乱用の啓発活動等を通じて需要の根絶を図る。

　②　児童生徒が薬物乱用と健康との関係について正しく理解し、生涯を
　　通じて薬物を乱用しないよう、学校において、薬物乱用が健康に与え
　　る影響について指導する。

　③　広報・啓発活動を行うことにより、薬物乱用の影響に関する正しい
　　知識を広く普及し、薬物乱用を許さない社会環境を形成する。

●　喫煙・飲酒に関する正確な情報提供

　①　喫煙・飲酒について、その健康被害に関する正確な情報の提供を行
　　い、喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすことなど十分な情報
　　提供に努める。また、未成年者の喫煙・飲酒については、家庭、学
　　校、地域が一体となってその予防を強力に推進する。

　②　受動喫煙の機会を有する者の割合を減少させるため、たばこの健康
　　への影響や禁煙についての啓発等に取り組む。

施策の基本方向

　妊娠・出産期は、女性の健康にとっての大きな節目であり、地域において安心して安全に子供
を産み育てることができるよう、妊娠・出産・子育てにわたり切れ目のない支援体制を構築しま
す。
　また、職場や地域において、妊婦や子育てに関する理解を促進するとともに、産前・産後の女
性が活動しやすい環境を整備します。
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〈基本的な考え方〉

　女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。その予防等のための取組

を推進し、暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で重要な課題です。

　配偶者等からの暴力、ストーカー行為等の被害は引き続き深刻な社会問題となっており、こう

した状況に的確に対応する必要がります。また、近年、インターネット上の新たなコミュニケー

ションツールの広がりに伴い、これを利用した交際相手からの暴力、性犯罪等は一層多様化して

おり、そうした新たな形の暴力に対して迅速かつ的確に対応していく必要があります。

　また、被害者が子供、高齢者、障がい者、外国人等である場合は、その背景事情に十分に配慮

し、配偶者からの暴力においては、被害者のみならずその子供にも悪影響を与えることを考慮す

る必要があります。

　女性に対する暴力を根絶するため、暴力を生まないための予防等の啓発活動を行うと共に、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。以下「配偶

者暴力防止法」という。）を始めとする関係法令の近年の改正内容等の周知徹底を行います。

Ⅱ－２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶
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１ 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

施策の基本方向

　女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女がお互いの尊厳を
重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。このた
め、暴力を容認しない社会環境を整備するための教育・啓発を強力に推進します。
　また、被害者が相談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜在化を防止するとともに、関係行
政機関を始め、医療機関、弁護士、民間支援団体等との更なる官民連携強化等により被害者に対
する効果的な支援の拡充を図ります。

具体的な取り組み 担当部局

●　女性に対する暴力を容認しない社会環境の整備 まちづくりＧ

　①　女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女性に対する暴力をな
　　くす運動」や「男女共同参画週間」における「女性のためのなんでも
　　相談」の実施や、「人権週間」等における「特設人権相談」の実施な
　　ど、引き続き相談体制の充実や啓発を行う。

　②　様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよう、民間と連携した広
　　報啓発を実施し、とりわけ、加害者と被害者を生まないための若年層
　　を対象とする予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図る。また、高齢
　　者における配偶者からの暴力被害も多いことを踏まえ、高齢者に対す
　　る広報・啓発を充実させる。

　③　被害者はもとより、子供、高齢者、障害者、外国人等の支援に携わ
　　る職務関係者に対し、女性に対する暴力の根絶に向けた理解を深める
　　ための周知・啓発を行う。

●　相談しやすい体制等の整備

　①　関係行政機関等において、相談窓口の所在等を広く周知するととも
　　に、電話相談や窓口相談についてサービス向上を促進するため、相談
　　番号の周知や相談しやすくするための工夫等を行う。

　②　女性に対する暴力に関する既存の法制度の周知に努める。また、近
　　年新たに整備された諸制度の趣旨や内容等について広報啓発を行う。

●　女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくり

　①　女性・子供を対象とした犯罪を防ぐため、犯罪防止に配慮した道路
　　公園等の施設の普及を図ることにより、犯罪被害に遭いにくいまちづ
　　くりを引き続き推進する。

　②　女性に対する暴力など身近な犯罪を予防・被害防止のための地域安
　　全情報の提供・啓発を行う。

　③　私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律（平成２
　　６年法律第１２６号。平成２６年１２月全面施行）により、いわゆる
　　リベンジポルノを始めとする私的な性的画像の公表等の行為を行った
　　者に対する処罰等が規定されたこと及び児童ポルノ法の改正（平成２
　　６年７月施行）により自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを
　　所持した者に対する処罰等が規定されたことなどを踏まえ、各法の周
　　知を行う。とりわけ、被害防止のため若年層に対する啓発を行う。
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２　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

　②　交際相手からの暴力について、各種窓口において相談が受けられる
　　体制の拡充・周知徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め
　　る。また、若年層に対する予防啓発の拡充を図る。

環境生活Ｇ
建築Ｇ

まちづくりＧ
保健福祉Ｇ

●　被害者の保護及び自立支援

　①　配偶者等からの暴力が重篤な被害につながりやすいことを考慮し、
　　被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を徹底するとともに、被
　　害者の支援と被害の防止に関する広報啓発を推進する。

　②　被害者の住居の安定の確保のため、公営住宅への優先入居の実施を
　　する。

●　 関連する問題への対応

　①　配偶者等からの暴力が被害者のみならずその子供にも悪影響を及ぼ
　　すことに鑑み、児童相談所等関係機関の連携体制を強化し、被害者の
　　子供に対する精神的ケア等の支援を推進する。

　配偶者等からの暴力の被害者に対する支援に当たっては、最も身近である町が、適切な対応を
し、効果的に実施します。
　また、相談体制の充実を図り、関係機関と連携協力の下、被害者の保護から自立支援に至る各
段階にわたり、男女を問わず、被害者の置かれた状況や実情に応じた切れ目のない支援を行いま
す。

具体的な取り組み 担当部局

●　取組及び連携に関する基本的事項

　①　国が示す配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策
　　に関する基本的な方針に沿って、配偶者からの暴力の防止と被害者の
　　保護等のための施策を積極的に推進する。

　①　人権擁護委員・調停委員による「悩み心配ごと相談」の実施、必要
　　に応じて国や道で行っている相談窓口や振興局に設置されている配偶
　　者暴力相談支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要
　　な助言等を行い、暴力行為に及んだ者に対しては、これを止めるよう
　　説示、啓発を行う。

まちづくりＧ
環境生活Ｇ

まちづくりＧ

まちづくりＧ

　②　関係機関間及び民間団体等との間で緊密な連携を取りながら、被害
　　者の安全の確保及び秘密の保持に十分配慮しつつ、効果的な施策の実
　　施を図る。

　③　被害者の保護に当たっては、被害者は、配偶者からの暴力で心身共
　　に傷ついていることに留意し、不適切な対応により被害者に更なる被
　　害（二次的被害）が生じることのないよう配慮することを徹底する。

　④　配偶者暴力防止法が対象としている被害者は男女を問わず、また、
　　外国人（在留資格の有無を問わない）、障害のある人、高齢者等、様
　　々な背景を有する者も当然に含まれていることに十分留意しつつ、そ
　　の立場に配慮することを徹底する。

　⑤　加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者
　　等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹底を
　　図る。

●　相談体制の充実

施策の基本方向
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３　ストーカー事案への対策の推進

４　セクシュアルハラスメント防止対策の推進

まちづくりＧ

各グループ

まちづくりＧ
商工観光Ｇ

●　雇用の場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進

　①　セクシュアルハラスメントは人権侵害であるとの認識に立ち、防止
　　のための事業主の意識改革を促進するとともに、職場における性的な
　　言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置についての男女雇
　　用機会均等法に基づく指針の周知する。併せて、セクシュアルハラス
　　メントが原因で精神障害を発病した場合は、労災保険の対象になる場
　　合があることなど、パンフレットの配布などによる企業等への周知啓
　　発を行う。

　③　どのような行為がストーカーに当たるのか、ストーカー事案に関し
　　て、警察がどのような取締りや対応ができるのか、また、被害者の支
　　援者につきまとい等があった場合も法の対象となり得ることなどにつ
　　いて、広報啓発をより一層推進する。

●　被害者情報の保護の徹底

　①　加害者が個人情報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者
　　等の住所を探索することを防止するなど、被害者情報の保護の徹底を
　　図る。

施策の基本方向

　セクシュアルハラスメントには性的な関係の強要や必要なく身体に触れるなどの性的な行動の
みならず、性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報を意図的に流布するなど性的な内容の発
言も含まれるところであり、男女がお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参
画社会の形成を大きく阻害するものです。雇用の場におけるセクシュアルハラスメントについて
は、男女雇用機会均等法に基づき企業に対する啓発を行います。

具体的な取り組み 担当部局

　②　ストーカーの被害者にも加害者にもならないため、とりわけ若年層
　　に対する予防啓発・教育を推進するとともに、インターネットの適切
　　な利用やインターネットの危険性に関する啓発を推進する。

　①　ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１２年法律第８１
　　号）の改正（平成２５年１０月全面施行）により、連続して電子メー
　　ルを送信する行為の規制がされた事等、法の周知と被害の防止に関す
　　る広報啓発を行う。

施策の基本方向

　ストーカー事案は、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、事態が急展開して重大
事件に発展するおそれがある行為です。
　被害者等の安全確保を最優先とした措置を講ずるとともに、被害者が早期に相談することがで
きる体制を整備し、関係機関が連携して、被害者の立場に立った迅速・的確な支援を行うための
取組を推進します。

具体的な取り組み 担当部局

●　広報啓発活動等の推進
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〈基本的な考え方〉

　非正規雇用労働者やひとり親等、生活上の困難に陥りやすい女性が増加している中で、貧困等

生活上の困難に対応するとともに、貧困等を防止するための取組が重要です。また、女性が長期

的な展望に立って働けるようにすることも必要です。さらに、生活困窮世帯の子供への教育支援

等、個人の様々な生き方に沿った切れ目のない支援が必要です。

　高齢単身女性の貧困については、高齢期に達するまでの働き方や家族の持ち方等のライフスタ

イルの影響が大きく、様々な分野における男女の置かれた状況に留意した取組が必要です。

　障がいがあること等に加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合に

ついては、人権侵害があってはならないなどの人権尊重の観点からの配慮が必要です。

　このため、男女共同参画の視点に立ち、様々な困難な状況に置かれている女性等が安心して暮

らせる環境整備を進めます。

Ⅱ－３ 貧困､高齢､障がい等により困難を抱えた女性等が

安心して暮らせる環境の整備
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１　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

２　高齢者､障がい者等が安心して暮らせる環境の整備

　③　家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学力・意欲の差が生じ
　　ないように、地域における学習支援等を推進する。

　④　幼児教育の無償化、低所得世帯の高校生徒等への給付金制度、大学
　　等の授業料免除や給付型奨学金の更なる充実等により教育費に係る経
　　済的負担の軽減を図る様、国への要望を検討する。

建設Ｇ

　高齢化が進展する中で、高齢者が家庭や地域で安心して暮らせる社会基盤の構築を図る。
　また、障がいがあること、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合につ
いて、人権尊重の観点から啓発等を進める。

　⑤　ひとり親家庭の子供は、親との離別等により精神的に不安定なこと
　　が多いことに配慮して、相談等を行う関係機関の情報提供を行う。

施策の基本方向

具体的な取り組み 担当部局

●　高齢者が安心して暮らせる環境の整備

　①　高齢期の女性の貧困について、低年金・無年金者問題など、男女共
　　同参画に関するあらゆる分野における国が示す施策を推進する。

　②　年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けて、シルバー人材センタ
　　ー等の高齢男女の就業情報の提供を行う。

施策の基本方向

　女性が当たり前に働き続けることができ、また暮らしていける賃金を確保できるよう情報提供
や啓発を行います。
　ひとり親家庭等に対し、世帯や子どもの実情に応じたきめ細かな自立支援を行います。

具体的な取り組み 担当部局

商工観光Ｇ
●　就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組

　①　男女の均等な機会と公正な待遇の確保の徹底、男女間の賃金格差の
　　解消、女性の就業継続や再就職の支援、男性も含めた働き方の見直し
　　も含むワーク・ライフ・バランスの情報提供や啓発を行う。

　②　配偶者等からの暴力の被害者に対する支援において、避難した被害
　　者本人やその子供の精神的な回復が必要な場合にはその回復を助け、
　　日常生活の自立や社会的な自立を、幅広いネットワークによって生活
　　を支援する。

　③　複合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞれの状況に応じ、相談支
　　援等を行う。

●　ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり
　①　ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提供する。

　②　離婚時の養育費の取決めを促進するため、子供の養育費の問題につ
　　いて、離婚届書を受理する窓口において養育費の取決めに関する情報
　　提供を行う。

　③　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、男女共
　　に健康寿命の延伸を実現する。

保健福祉Ｇ

　④　認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立することがないなど
　　住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、住民等を中心とし
　　た地域の支え合いの仕組みづくりを促進する。

　⑤　高齢者が他の世代と共に社会の重要な一員として、生きがいを持っ
　　て活躍できるよう､社会参加活動や学習活動を促進する。

　⑥　安心して生活できる、建築物、道路、公園等のバリアフリー化等、
　　高齢者を取り巻く環境の整備等を推進する。

商工観光Ｇ

まちづくりＧ

まちづくりＧ
環境生活Ｇ
保健福祉Ｇ
学校教育Ｇ
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　⑧　消費者被害に遭いやすい高齢者を地域で見守り、悪質商法をはじめ
　　とする高齢者の消費者被害防止の取組を推進する。

●　障がい者が安心して暮らせる環境の整備

　⑦　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
　　（平成１７年法律第１２４号）等の周知や高齢者虐待防止の啓発を行
　　う。

　⑥　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）
　　や障害者雇用対策基本方針（平成３０年３月３０日厚生労働省告示第
　　１７８号）等を踏まえた就労支援の情報提供を行う。

　①　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律
　　第６５号）等を踏まえ、全ての国民が障がいの有無によって分け隔て
　　られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
　　の実現に向けた取組を推進する。

　②　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
　　（平成２３年法律第７９号）等を踏まえ障がい者虐待防止の取組を推
　　進する。

　③　消費者被害に遭いやすい障がい者を地域で見守り、悪質商法を始め
　　とする障がい者の消費者被害防止の取組を推進する。

　④　障がい者が安心して生活できる建築物、道路、公園、公共交通機関
　　等のバリアフリー化等を推進するとともに、障がい者に配慮したまち
　　づくりを推進する。

　⑤　障がい者が個人としての尊厳にふさわしい生活を営むことができる
　　よう、障害福祉サービス等の充実を図る。
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〈基本的な考え方〉

　社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響が中立的な制度・慣行の構築が必要です。また、男女が共に仕事と家庭に関する責任

を担える社会の構築や、ワーク・ライフ・バランスの実現や出産・子育てにおいて、男女の多様

な選択を可能とする視点が重要です。

　新たな制度の構築等が行われる中、男女共同参画の視点に立ち、男女共にライフスタイルを柔

軟に選択できる社会の実現に向けた啓発を進めるとともに、育児・介護の支援基盤の整備を推進

する。

Ⅲ－１ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

Ⅲ男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
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１　男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び相談の充実

２　男女共同参画の視点に立った支援基盤の整備

施策の基本方向

　③　相談の充実を図るため、行政相談制度や人権擁護機関等の情報提供
　　を積極的に行う。

　人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、各人が自らに保障された法律上の権利や、権
利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう、法律・制度の理解の促進を
図ります。

具体的な取り組み 担当部局

　①　学校や社会において、法令等により保障される人権に関し、正しい
　　知識の普及を図るとともに、町民一人一人の人権意識を高め、人権へ
　　の理解を深めるため啓発活動を行う。

まちづくりＧ

　②　男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、分かりやすい広
　　報の工夫等により、その内容の周知に努める。

　②　在宅医療・介護連携の推進や、認知症施策の充実等により「地域包
　　括ケアシステム」の取り組みを着実に進め、家族の介護負担の軽減を
　　図る。

　③　育児・介護の支援に非常に重要な法律の一つである、育児休業、介
　　護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３
　　年５月１５日法律第７６号）について、周知や情報提供を行う。

保健福祉Ｇ
まちづくりＧ

施策の基本方向

　男女が共に仕事や家庭に関する責任を担えるよう、国が進める待機児童数ゼロ及び介護離職ゼ
ロ等の実現に向けて育児・介護の支援基盤整備等の制度の理解の促進、周知を図ります。

具体的な取り組み 担当部局

　①　子ども・子育て支援新制度により、地域のニーズに応じた子育て支
　　援の充実を図る。

児童支援Ｇ
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〈基本的な考え方〉

　男女共同参画社会を実現していく上で、人々の意識の中に形成された性別に基づく固定的な役

割分担意識、人権尊重を基盤とした男女平等観の形成などが大きな課題となっており、町民の理

解を促すための広報や啓発活動は、他の全ての取組の根幹をなす基盤的な施策と言えます。なか

でも男性の意識改革は男性自身にとっても重要であり、男性がより暮らしやすくなるものでもあ

る点に留意する必要があります。

　効果的に理解を促進していくためには、幼児から高齢者に至る幅広い層を踏まえ、親しみやす

く分かりやすい広報及び啓発活動を展開することが必要です。

Ⅲ－２ 町民への意識改革､理解の促進
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１　広がりを持った広報・啓発活動の展開

２　男女共同参画に関する男性の理解の促進

　①　男女共同参画の意義についての理解の促進及び固定的な性別役割分
　　担意識や性差に関する偏見の解消を進める。特に若年男女及び家庭に
　　おける夫・父親等、また、企業・団体における経営者・管理職等の指
　　導的地位にある男性の意識を変えるための広報・啓発活動を行う。

施策の基本方向

　人々の意識の中に形成された性別に基づく固定的な役割分担意識や性差に関する偏見を解消
し、男女共同参画に関する認識やその意義に対する理解を深め、定着させるための広報・啓発活
動を積極的に展開します。

具体的な取り組み 担当部局

●　男女共同参画における各関係団体等と連携した戦略的な広報・啓発
　の推進

まちづくりＧ

　①　町広報での周知や講演会の開催等、男女共同参画に関する広報・
　　啓発活動を積極的に実施する。

　②　職場、家庭、地域において、男女共同参画に関する理解を深め、定
　　着させることを目的として、関係団体等の協力を得つつ広報・啓発活
　　動を行う。

●　特に男性や若者世代を対象とした固定的性別役割分担意識の解消のた
　めの広報・啓発

　①　家事・育児や介護への男性の参画を一層促進するため、育児・介護
　　休業等の両立支援制度の周知啓発を行い、男性が家事・育児・介護に
　　参画するための環境整備等の情報提供を行う。

まちづくりＧ

　②　男性自身の意識だけではなく、男性が家事や育児、介護等に参画す
　　ることに対する周囲（地域、職場等）の理解を深め、男性がそれらの
　　活動に前向きに参画できるよう、必要な広報・啓発活動等を行う。

●　男女共同参画の必要性が共感できる広報・啓発活動の推進

　①　男性、子供、若年層等を含め、男女共同参画が必要であることをあ
　　らゆる人が共感できるよう、情報発信と啓発を行う。

　②　結婚、妊娠、子供、子育てに温かい社会の実現に向け、「家族の
　　日」（１１月の第３日曜日）や「家族の週間」（家族の日の前後１週
　　間）において、啓発活動を展開し、家族や地域の大切さ等についての
　　理解の促進を図る。

施策の基本方向

　固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見について、時代と共に変わりつつあるものの、
未だ残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っ
ていることにつながっており、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発
を通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図ります。

具体的な取り組み 担当部局
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第４次びほろ男女共同参画プランの策定経過

○平成２８年４月２８日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第１回）

　（国における第４次男女共同参画基本計画策定について）

○平成２８年５月１０日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第２回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年５月２７日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第３回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年６月９日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第４回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年６月２４日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第５回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年７月１４日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第６回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年７月２５日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第７回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）
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○平成２８年８月８日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第８回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成２８年８月１９日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第９回）

　（国のプランを基に内容検討・協議）

○平成３１年１月１０日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第１０回）

　（内容検討・協議を基にした作成したプラン案の説明・検討）

○平成３１年１月２２日

　びほろ男女共同参画プラン検討委員会（第１１回）

　（内容検討・協議を基にした作成したプラン案の検討、まとめ）

○平成３１年２月２２日

　男女共同参画プラン推進委員会（庁内会議）

　（プラン案の項目精査、まとめ）

○平成３１年２月２７日～平成３１年３月２８日

　男女共同参画プラン　パブリックコメントの実施

○平成３１年３月２９日

　第４次びほろ男女共同参画プラン策定　決裁
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氏 名 所 属 団 体

1 杢　師　美和子 　美　女　会 　　推進協議会　副会長

2 遠　山　トモ子 　美　女　会

3 梶　　　艶　子 　美　女　会

4 田　中　トキ子 　美　女　会

5 畑　　　郁　子 　美　女　会

6 安　達　千重子 　美　女　会

7 龍　瀧　佳　子 　美　女　会

8 岡　崎　和　子 　美　女　会

9 旭　　　珪　子 　らんざんの会 　　推進協議会　会長

10 寺　崎　芳　枝 　らんざんの会

11 大　関　和　子 　らんざんの会 　　推進協議会　副会長

12 志　布　純　子 　らんざんの会

13 西　島　明　子 　らんざんの会

14 影　山　浪　子 　らんざんの会

15 加　藤　千鶴子 　らんざんの会

16 斉　藤　洋　子 　らんざんの会

17 西　島　美智子 　らんざんの会 　　推進協議会　前会長

第４次　びほろ男女共同参画プラン検討委員名簿
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美幌町男女共同参画プラン推進協議会規約  

 

（名      称） 

第１条  この会は、美幌町男女共同参画プラン推進協議会という。 

（所  在  地） 

第２条  この会の事務局を会長宅におく。 

（目      的） 

第３条  この会は、町内の女性の団体が相互に連携を密にして、女性の地位及          

び福祉の向上と社会参加をめざした美幌町男女共同参画プランの具体   

的な推進を図り、個性豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。 

（事      業） 

第４条  この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

      （１）女性の活動促進のため団体相互の連携と調整 

      （２）女性の学習活動の促進 

      （３）女性の地域活動の促進 

      （４）女性問題に関する資料及び情報の収集と提供 

      （５）その他、前条の目的達成に必要な事業 

（構成団体） 

第５条  この会は、第３条の目的に賛同する女性の団体等をもって構成する。      

２  入会及び退会については、会長が別に定める。 

（役    員） 

第６条  この会に次ぎの役員を置く 

      （１）会  長    １名      （４）会  計    １名 

      （２）副会長    ２名      （５）監  事    ２名 

      （３）事務局長  １名    事務局次長  １名 

（役員の選任） 

第７条  役員は、総会において選任する。 

（役員の職務） 

第８条  会長は、この会を代表し、会務を執行するとともに、総会を招集し 

    その議長となる。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

    ３  事務局は、会議活動の経過を記録し、その他会務事務を会長の指示に 

        よって処理する。 

    ４  会計は、会計事務を掌理する。 

    ５  監事は、この会務及び会計を監査しその結果を総会に報告する。 

（役員の任期） 

第９条  役員の任期は、１年とする。ただし再任を妨げない。 
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（総      会） 

第1O条  総会は第５条第１項に規定する構成団体の役員をもって構成する。 

２  総会は毎年１回開催し、次の事項を議決する。ただし必要に応じ 

        臨時に開催することができる。 

        （１）事業計画及び予算 

        （２）事業報告及び決算の承認 

        （３）規約の変更 

        （４）構成団体の入会及び退会に関する事項 

        （５）役員の選任 

        （６）その他、この会の運営に関する事項 

３  総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数の 

        時は議長の決するところによる。 

４  総会の議事については、議決事項及び議事の経過を記載した議事録 

        を作成するものとする。 

（会    計） 

第11条  この会の経費は、次に掲げるものをもつて充る。 

        （１）会  費 

        （２）補助金及び交付金 

        （３）負担金及び寄付金 

        （４）事業に伴う収入 

        （５）その他の収入 

（会    費） 

第12条  会費は総会で定める 

（会計年度） 

第13条  この会の会計年度は、毎年４月に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（委    任） 

第14条  この規約に定めるものの他、この会の運営に関して必要な事項につ 

        いては、会長が別に定める。 

 

              附      則 

        この規約は、昭和５７年  ７月  ８日から施行する。 

              附      則 

        この規約は、昭和６３年  ４月１９日から施行する。 

              附      則 

        この規約は、平成  ２年  ６月  １日から施行する。 

              附      則 

        この規約は、平成  ８年  ５月  １日から施行する。 

              附      則 

        この規約は、平成  ９年  ７月１０日から施行する。 
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○美幌町男女共同参画プラン推進委員会設置規程 

(平成 22 年 3 月 11 日美幌町訓令第 2 号) 

改正 平成 25 年 4 月 1 日一部改正 平成 30 年 12 月 28 日美幌町訓令第 8 号

(設置) 

第 1 条 男女共同参画社会基本法第 9 条及び第 14 条第 3 項の規定に基づき、

本町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めるため、美幌町男女共同参

画プラン推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(所掌事項) 

第 2 条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。 

(2) 総合的な男女共同参画の推進に関すること。 

(3) その他目的達成に必要と認められること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって構成する。 

2 委員長は副町長をもって充てる。 

3 副委員長は総務部長をもって充てる。 

(会議) 

第 4 条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

(事務局) 

第 5 条 委員会の事務局は、総務部まちづくりグループに置き、その庶務を行

う。 

(補則) 

第 6 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 4 月 1 日一部改正) 

この訓令は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 30 年 12 月 28 日美幌町訓令第 8 号) 

この訓令は、平成 31 年 1 月 1 日から施行する。 

別表(第 3 条関係) 

男女共同参画プラン推進委員 

区  分 担     当 

委員 国民健康保険病院看護グループ 総看護師長 

委員 総務グループ 職員担当 

委員 保健福祉グループ 民生担当 

委員 保健福祉グループ 介護保険担当 

委員 保健福祉グループ 健康推進主幹 

委員 児童支援グループ 児童支援主幹 

委員 児童支援グループ 子育て支援センター担当 

委員 商工観光グループ 商工労政担当 

委員 学校教育グループ 学校教育主幹 

委員 社会教育グループ 社会教育担当 

 



男女共同参画プラン推進委員名簿

区　分

委員長 副町長 平井　雄二

副委員長 総務部長 広島　　学

委員
国民健康保険
　　病院看護グループ総看護師長

藤井　よし子

委員 総務グループ　職員担当 沖崎　寿和

委員 保健福祉グループ　民生担当 辻　　直樹

委員 保健福祉グループ　介護保険担当 大内　聡子

委員 保健福祉グループ　健康推進主幹 大場　圭子

委員 児童支援グループ　児童支援主幹 多田　敏明

委員
児童支援グループ
　　　　子育て支援センター担当

中尾　和代

委員 商工観光グループ　商工労政担当 石川　晴香

委員 学校教育グループ　学校教育主幹 以頭　隆志

委員 社会教育グループ　社会教育担当 野村　太一

事務局
まちづくりグループ
　　　　　　　　まちづくり主幹

田中　三智雄

事務局
まちづくりグループ
　　　　　　　　　住民活動担当

鵜沼　　順

氏　　名担　　　当
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○男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現

に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な

課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定す

る最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将

来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的か

つ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本

理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会

の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され

ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による

固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を

及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかん
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がみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会

が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割

を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国

の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会

に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

本計画」という。）を定めなければならない。 
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２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共

同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権

が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 
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（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならな

い。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
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２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定によ

り置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審

議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第

二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期

間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同

参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞ

れ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、

又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみ

なす。 

 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十

条の規定 公布の日 
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（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員

その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正

する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二

十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 
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○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活に

おける活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平

成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとと

もに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様

化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とす

る。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差

の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及

びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女

性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭

生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境

の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを

旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならな

い。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら
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実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以

下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な

事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、

次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計

画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行

動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 
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２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時

雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業

主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男

女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働

時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定

めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければな

らない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、

一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画

策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 
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８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用い

る書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）

に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい

表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九

条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必

要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に

従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項

及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会

その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行

うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事

項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 
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５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同

法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条

第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第

二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につ

いて、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同

条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法

第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよ

うとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期

間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十

六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に

規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的か

つ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しよ

うとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即

して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で

定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、
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勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍

を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定め

なければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占め

る女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職

員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍

に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関

係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援す

るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その

他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の

関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外

における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提

供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体

が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用す

ることにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規

定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加

えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）

が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 
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５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由

なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議

会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第

一項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働

省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定

める。 

 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業

務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わ

なかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した

者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 
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三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述

をした者 

四 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を

漏らした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以

下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章

（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、

平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四

条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

別表第一第二十号の二十六の次に次の一号を加える。 

二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十

四号） 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 
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附則第二条第二項の表に次のように加える。 

平成三十八年三月三十一日 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第五条第一項

に規定するものをいう。）の策定及び推進に関すること。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 

公布の日 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七

十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三

項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規

定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規

定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当

法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項

及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項

の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条

中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項

の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第

一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附

則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 
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○北海道男女平等参画推進条例（平成 13 年 3 月 30 日公布 北海道条例 第６号） 

  

 （前文） 

 個人の尊重と法の下の平等がうたわれている日本国憲法の下で、我が国における男女平等

の実現に向けた取組は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を軸とした国

際的な取組と連動して、法制度を整備することにより進められてきた。 

 しかしながら、女性に対する暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害、表面上

は異なる扱いをしていないが結果として一方の性に差別的な効果をもたらすいわゆる間接差

別を含めた男女の差別的な取扱い及び社会慣習の上での性別による役割分担意識の問題が社

会のあらゆる分野において依然として存在している。 

 こうした男女平等が完全に実現しているとはいえない状況において、男女が互いにその人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する

ことができる社会の実現は、緊要な課題である。 

 このため、私たちは、男女共同参画社会基本法が男女共同参画社会の実現を二十一世紀の

我が国社会を決定する最重要課題と位置付けていることを踏まえながら、都市と広大な農山

漁村地域が混在する北海道の地域性に配慮しつつ、職場、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、男女平等参画の推進を図っていくことが必要である。 

 このような考え方に立って、男女平等参画の推進に積極的に取り組むことにより、男女が

平等に社会のあらゆる分野における活動に参画して共に責任を担うとともに政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができる男女平等参画社会を実現するため、この条例

を制定する。 

  

   第１章 総則 

  

 （目的） 

第１条 この条例は、男女平等参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに道、道民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、道の基本的施策について必要な事項を定めることによ

り、男女平等参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的かつ

計画的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。  

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 一 男女平等参画 男女が、その人権を尊重され、社会の対等な構成員として、社会的文

化的に形成され た性別にとらわれず、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保されることにより、男女が平等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 
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 三 セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反した性的な言動を行うこと

により、当該者の就業等における環境を害して不快な思いをさせること又は性的な言動を受

けた者の対応により当該者に不利益を与えることをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女平等参画の推進は、男女が共に一人の自立した個人として尊厳が重んぜられる

こと、直接的にも間接的にも男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が共に社

会的文化的に形成された性別にとらわれず個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。 

２ 男女平等参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこ

とにより、男女平等参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮しなければならない。 

３ 男女平等参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、道における政策又は事業

者における方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されることを旨として、行わな

ければならない。 

４ 男女平等参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たし、かつ、家庭以外の職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動を行

うことができるようにすることを旨として、行わなければならない。 

５ 男女平等参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、

男女平等参画の推進は、国際社会における取組を踏まえながら行わなければならない。 

 （道の責務） 

第４条 道は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女平等

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 道は、男女平等参画を推進するに当たっては、国、都府県及び市町村との緊密な連携を

図らなければならない。 

 （道民の責務） 

第５条 道民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女平等参画の推進に寄与するとともに、道が実施する男女平等参画の推進に

関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たり、基本理念にのっとり、男女平等参画の推進に

自ら積極的に取り組むとともに、道が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力する

責務を有する。  

 （性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別を理

由として直接的にも間接的にも差別的な取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・

ハラスメントを行ってはならない。 
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３ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女平等参画

を阻害する暴力的行為（精神的に著しく苦痛を与える行為を含む。）を行ってはならない。 

  

   第２章 男女平等参画の推進に関する基本的施策等  

    第１節 基本計画  

第８条 知事は、男女平等参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女平等参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女平等参画の推進に関する施策の大綱 

 二 男女の人権の尊重に関する事項 

 三 男女平等参画の普及啓発に関する事項 

 四 道が設置する附属機関の委員等の男女の構成割合に関する事項 

 五 前各号に掲げるもののほか、男女平等参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することがで

きるよう必要な措置を講じなければならない。    

４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北海道男女平等参画審議会の意

見を聴かなければならない。 

５ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

  

   第２節 男女平等参画の推進に関する基本的施策 

 （道が設置する附属機関等における男女平等参画の推進） 

第９条 道は、その設置する附属機関等の委員等を任命する場合には、積極的改善措置を講

ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第１０条 道は、男女平等参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女平等参画の推進に配慮しなければならない。 

 （道民等の理解を深めるための措置） 

第１１条 道は、情報提供、広報活動及びあらゆる教育の機会を通じて、基本理念に関する

道民及び事業者（以下「道民等」という。）の理解を深めるよう、職場、学校、地域、家庭

その他の社会のあらゆる分野において、適切な措置を講じなければならない。  

 （事業者への協力の依頼） 

第１２条 知事は、必要があると認める場合には、事業者に対し、雇用その他の事業活動に

おける男女平等参画の実態を把握するための調査について、協力を求めることができる。 

 （調査研究） 

第１３条 道は、男女平等参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう

努めるものとする。 
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 （道民の活動等に対する支援） 

第１４条 道は、男女平等参画の推進に関し、道民等が行う活動及び市町村が実施する施策

を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 道は、道民及び民間の団体が行う男女平等参画の推進に関する活動を支援するための拠

点となる施設を設置するものとする。 

 （推進体制の整備） 

第１５条 道は、男女平等参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必

要な推進体制を整備するものとする。 

 （財政上の措置） 

第１６条 道は、男女平等参画の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。               

 （公表） 

第１７条 知事は、毎年、男女平等参画の推進状況及び男女平等参画の推進に関して講じた

施策の実施状況について、公表しなければならない。 

  

    第３節 道民等からの申出 

第１８条 道民等は、男女平等参画を阻害すると認められるものがあるとき、又は男女平等

参画に必要と認められるものがあるときは、知事に申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切かつ迅速な措

置を講ずるものとする。 

  

   第３章 北海道男女平等参画苦情処理委員 

 （設置） 

第１９条 知事は、道民等からの男女平等参画に関する申出について、次に掲げる事務を行

わせるため、北海道男女平等参画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置くも

のとする。 

 一 男女平等参画に係る道の施策についての苦情に関する申出に対し、助言をすること。 

 二 男女平等参画を阻害すると認められるものに関する申出に対し、助言をすること。 

 三 第一号の苦情に係る施策について、関係する道の機関に対し、意見を述べること。 

 （苦情等の申出） 

第２０条 道民等は、男女平等参画に係る道の施策についての苦情及び男女平等参画を阻害

すると認められるものに関し、苦情処理委員に申し出ることができる。 

 （助言等） 

第２１条 苦情処理委員は、前条の規定による申出があったときは、申し出たものに対し、

助言を行うことができる。 

２ 苦情処理委員は、前項の申出が男女平等参画に係る道の施策についての苦情であるとき

は、関係する道の機関に対し、意見を述べることができる。 

 （知事への委任） 

第２２条 この章に定めるもののほか、苦情処理委員の事務に関し必要な事項は、知事が定

める。 
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   第４章 北海道男女平等参画審議会 

 （設置） 

第２３条 男女平等参画の推進を図るため、知事の附属機関として、北海道男女平等参画審

議会（以下「審議会」という。）を置く。   

 （所掌事項） 

第２４条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 一 知事の諮問に応じ、男女平等参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務 

２ 審議会は、男女平等参画の推進に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。 

 （組織） 

第２５条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 男女いずれの委員の数も委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

 （委員） 

第２６条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。この場合において、第五号

に掲げる者については、委員の総数の１０分の４以内とする。 

 一 学識経験のある者 

 二 男女平等参画に関係する団体の役職員 

 三 事業者を代表する者 

 四 市町村の職員又は市町村の連絡調整を図る団体の役職員 

 五 公募に応じた者 

２ 知事は、委員の任命に当たっては、特定の地域に偏らないように配慮するものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第２７条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第２８条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

 （特別委員） 

第２９条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置く

ことができる。 

２ 特別委員は、知事が任命する。 

３ 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとす

る。 
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 （専門部会） 

第３０条 審議会は、その定めるところにより、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。 

 （会長への委任） 

第３１条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

  

  附 則 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第４章の規定は平成１３年７月

１日から、第３章の規定は同年１０月１日から施行する。 

  



- 65 - 

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 （平成十三年法律第三十一号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男

女平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかか

わらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被

害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加え

ることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴

力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に

対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身

体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条

第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 
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３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道

府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を

行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導

を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関

する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 
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五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡

その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるもの

とする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう

努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支

援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するもの

とする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者

からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を

受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けて

いる者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための

措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも

のとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次

条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十

九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われ

るよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又

は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受け

た者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者で

ある場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）

により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受け

る身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 
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一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺

につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいし

てはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居か

ら退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生

じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの

行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞(しゆう)恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又は

その性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置く

こと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び

次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所

において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五

歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活に

おいて密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。

以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押
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し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者が

その親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して

六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまと

い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に

住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属

する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の

申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる

事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 
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２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載

がない場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の

供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認

証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものと

する。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なけれ

ば、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての

目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判

所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の

提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所

属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋

の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住

所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあ

っては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告について
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の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録

が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当

該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二

項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも

取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所

書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの

長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場

合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して

三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力

を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規

定により当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申

立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同

号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠と

している住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当

該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転

居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発す

ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発し

ないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列

記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第
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一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論

若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、

その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最

高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、

その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重す

るとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等

に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深める

ための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するた

め、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関

する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとす

る。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 
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（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める

者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支

弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することが

できる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げ

るもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にあ

る相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあって

は、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を

受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあ

るのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を

いう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規

定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号ま

で及び第十八条第一項 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 第二十八条の二に規定する関

係を解消した場合 
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規

定によるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において

準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載

すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以

下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二

章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十

四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対す

る暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の

規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦

人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立て

に係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とす

るこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新

法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にさ

れるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同

項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 
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（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す

る事件については、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条

までの規定 平成二十六年十月一日 
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○児童虐待の防止等に関する法律 （平成十二年法律第八十二号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成

に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことに

かんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止

に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための

措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利

益の擁護に資することを目的とする。 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他

の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満た

ない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居

人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著

しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に

対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準

ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。）その他の児童に著し

い心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受

けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援

を含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親

子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と

同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮をした適切な

指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、

民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備

に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の

職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係の

ある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研

修等必要な措置を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づ

き適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施
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設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保

及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及

ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければ

ならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事

例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児

童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福

祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事

項についての調査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を

有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努め

なければならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び

良好な家庭的環境を含む。）及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければな

らない。 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職

員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の

福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待

の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければな

らない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓

発に努めなければならない。 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府

県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置

する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条第一

項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の

規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通

告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は

児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り

得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
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（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けた

ときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設

の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行う

ための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号

の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項

の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項

の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ

通知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号

若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児

童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力

を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとと

もに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委

託して、当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定によ

る通告を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号に

おいて「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都

道府県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第

三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項

に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子

ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業その他

市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事

業の実施に係る市町村の長へ通知すること。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一

時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとする。 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児

童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関

する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合にお

いては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示さ

せなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内
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容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面に

より告知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条

第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査

又は質問その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又

は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な

調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯

させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査

又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従

事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正

当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入

り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあ

ると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員

又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることがで

きる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったと

きは、これを提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が

正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立

入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあ

るときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関す

る事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家

庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しく

は居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、

児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に

当該児童が現在すると認められる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立

入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、

臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手す

ることができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自

己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 
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５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の

規定による臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に

対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れるこ

とが困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが

あることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用され

なければならない。 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨

の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、

日没後まで継続することができる。 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける

者に提示しなければならない。 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検

若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）を

するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検

又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることが

できる。 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、

許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検

又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者

の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達し

た者を立ち会わせなければならない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人

で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第

一号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執

行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長

に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び

調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 
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２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点

から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければな

らない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体

の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項

の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検

又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、

立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が

署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を

都道府県知事に報告しなければならない。 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の

規定は、適用しない。 

（審査請求の制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができない。 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）

第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。 

（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により

行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭におけ

る養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮

の下に適切に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場

合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者

に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合におい

て必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をし

て児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委

託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必

要な措置を講ずるものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護

する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じ

て、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。 
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（面会等の制限等） 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施

設入所等の措置」という。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定に

よる一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の

ため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採

られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働

省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部

又は一部を制限することができる。 

一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その

旨を児童相談所長に通知するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるも

のに限る。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が

行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明ら

かにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われ

るおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当

該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規

定によるものを除く。以下この項において同じ。）が採られた場合において、当該児童虐待

を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認

められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条

第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等

の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるとき

は、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当

該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、又は行わせた場合には、速やかに、児童福祉

法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置

を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により、児童虐待を受け

た児童について一時保護を行っている、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている

場合（前条第一項の一時保護を行っている、又は行わせている場合を除く。）において、当

該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保

護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるに

もかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項

の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採

ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号

の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事

に報告しなければならない。 
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第十二条の四 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等

の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が

行われ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項

各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受

けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する

学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、

就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生

活を営むために通常移動する経路を含む。）の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ことができる。 

２ 都道府県知事又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防

止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない

期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することができる。 

３ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしようとするとき（前項の

規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。）は、行政

手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わ

なければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の規定による命令に係る

期間を更新するときを含む。）は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しな

ければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除され、停止され、若し

くは他の措置に変更された場合、児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による

一時保護が解除された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部若しくは一部が行わ

れなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規定により引

き続き施設入所等の措置が採られ、又は同法第三十三条第六項の規定により引き続き一時保

護が行われている場合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該

命令に係る期間が経過する前に同法第二十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の

期間の更新に係る承認の申立てに対する審判又は同法第三十三条第五項本文の規定による引

き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。 

６ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした場合において、その必

要がなくなったと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さ

なければならない。 

（施設入所等の措置の解除等） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び

当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合におい

て、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保

護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童

の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予

防するために採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案

しなければならない。 
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２ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福

祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採

られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、

親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために

必要な助言を行うことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託

することができる。 

４ 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（施設入所等の措置の解除時の安全確認等） 

第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は

児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童につ

いて採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一

時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊

密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認

を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言

その他の必要な支援を行うものとする。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育

施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第三項に規定す

る特定地域型保育事業（次項において「特定地域型保育事業」という。）の利用について、

同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあっせん

若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を

行う場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をし

なければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定

地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教

育・保育施設を利用する児童（同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。

以下この項において同じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利

用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の

福祉に配慮をしなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受

けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じな

ければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受け

た者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、

福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健

師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育
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に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相

談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環

境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情

報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置

する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必

要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することが

できる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、

その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の五 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会

（同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第

一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた

同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重

大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければな

らない。 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、民法（明治二十九年法律第八十九

号）第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはな

らず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童

の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の

保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 

（延長者等の特例） 

第十六条 児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者（以下この条において「延長者」と

いう。）、延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者（以

下この項において「延長者の監護者」という。）及び延長者の監護者がその監護する延長者

について行う次に掲げる行為（以下この項において「延長者虐待」という。）については、

延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第

二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第

二項の規定による措置とみなして、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条の

四並びに第十三条第一項の規定を適用する。 

一 延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。 

三 延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者の監護者

以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者の監護

者としての監護を著しく怠ること。 
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四 延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶

者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

２ 延長者又は児童福祉法第三十三条第十項に規定する保護延長者（以下この項において「延

長者等」という。）、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現

に監護する者（以下この項において「延長者等の監護者」という。）及び延長者等の監護者

がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為（以下この項において「延長者等虐待」

という。）については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を

児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一

項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第八項から第十一

項までの規定による一時保護を同条第一項又は第二項の規定による一時保護とみなして、第

十一条第四項、第十二条から第十二条の三まで、第十三条第二項から第四項まで、第十三条

の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を適用する。 

一 延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。 

三 延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者等の監

護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者等

の監護者としての監護を著しく怠ること。 

四 延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における

配偶者に対する暴力その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（大都市等の特例） 

第十七条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指

定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」とい

う。）並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政

令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市

等」という。）が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する

規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 

（罰則） 

第十八条 第十二条の四第一項（第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の規定による命令（第十二条の四第二項（第十六条第一項の規

定によりみなして適用する場合を含む。）の規定により第十二条の四第一項の規定による命

令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

第十九条 第十三条第四項（第十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の

規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 
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（検討） 

第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、こ

の法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 

 

附 則 （平成一三年一二月一二日法律第一五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下こ

の条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれ

ぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改

正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（経過措置の政令への委任） 

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 

 

附 則 （平成一五年七月一六日法律第一二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成一六年四月一四日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法

の一部を改正する法律（平成十六年法律第百五十三号）附則第一条第三号に掲げる規定の施

行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 

（検討） 

第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住

所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪

失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等

に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 
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附 則 （平成一六年一二月三日法律第一五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一・二 略 

三 第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条

（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定 平成十七年四月一日 

四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関す

る法律（平成十二年法律第八十二号）第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 

 

附 則 （平成一七年一一月七日法律第一二三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び

第百二十二条の規定 公布の日 

二 第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係

る部分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十

九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、

特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給

に係る部分に限る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号

までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三

十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する

場合を含む。）、第三十八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定

相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施設等の設置者

及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一

項（指定相談支援事業者に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項

及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで（指定障害者支

援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四

項、第五十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七

十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介護医療及

び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉

サービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、

特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号

（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第

四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）

及び第二項、第九十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項

第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特

定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る

部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第
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四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項

及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、

療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに

附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、

第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、

第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第

七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九

十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、

第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八

年十月一日 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

 

附 則 （平成一八年六月七日法律第五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四

項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三

の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の

日 

二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百

二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、

第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第

二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十

八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二

百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条

の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条

第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律

第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二

十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法

律第五十九号）第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日 
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附 則 （平成一九年六月一日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を

擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充

に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に

係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る

方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

 

附 則 （平成二〇年一二月三日法律第八五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

 

附 則 （平成二三年五月二五日法律第五三号） 

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 

 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行す

る。 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行

前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不

作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定そ

の他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申

立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起で

きないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこ
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れを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例によ

る。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることと

される場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律

の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの

訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従

前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律

の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項

及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六

節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、

同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同

章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第

一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条

第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第

一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法

第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第

三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦

福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第

六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一

項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十

五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家

戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の四第一項及び第八項の改正規定（同

条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。） 公布

の日 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条の規定（売春防止法第三十五条

第四項を削る改正規定を除く。）及び第六条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）並び
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に附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 

平成二十八年十月一日 

（検討等） 

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁

組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。 

２ 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童

（次項において「要保護児童」という。）を適切に保護するための措置に係る手続における

裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

３ 政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による

改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊

産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

４ 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律によ

る改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することがで

きるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（罰則に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

附 則 （平成二九年六月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭

裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護する

ために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれ

ぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 



育児関係 介護関係

休業の定義 ○労働者が原則としてその１歳に満たな
い子を養育するためにする休業

○労働者がその要介護状態（負傷、疾病
又は身体上若しくは精神上の障害によ
り、２週間以上の期間にわたり常時介護
を必要とする状態）にある対象家族を介
護するためにする休業

対象労働者 ○労働者（日々雇用を除く）
○有期契約労働者は、申出時点におい
て、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期
間が１年以上であること
・子が１歳６か月（２歳までの休業の場
合は２歳）を経過する日までに労働契約
期間が満了し、更新されないことが明ら
かでないこと

○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・１年（１歳以降の休業の場合は、６か
月）以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

○労働者（日々雇用を除く）
○有期契約労働者は、申出時点におい
て、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期
間が１年以上であること
・介護休業取得予定日から起算して  93
日経過する日から６か月を経過する日ま
でに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでないこと

○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・93 日以内に雇用関係が終了する労働
者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

対象となる家
族の範囲

○子 ○配偶者（事実婚を含む。以下同じ。）
父母、子、配偶者の父母
祖父母、兄弟姉妹及び孫

回数 ○子１人につき、原則として１回（ただ
し、子の出生日から８週間以内にした最
初の育児休業を除く。）
○以下の事情が生じた場合には、再度の
育児休業取得が可能
・新たな産前産後休業、育児休業又は介
護休業の開始により育児休業が終了した
場合で当該休業に係る子又は家族が死亡
等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾
病、障害により子の養育が困難となった
場合
・離婚等により配偶者が子と同居しない
こととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により２週間以
上にわたり世話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所
できない場合
○子が１歳以降の休業については、子が
１歳までの育児休業とは別に取得可能

○対象家族１人につき、３回

期間 ○原則として子が１歳に達するまでの連
続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしている
などの場合は、子が１歳２か月に達する
まで出産日と産後休業期間と育児休業期
間とを合計して１年間以内の休業が可能

○対象家族１人につき通算 93 日まで

育児介護休業法における制度の概要
（正式名称：育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）

休
　
　
業
　
　
制
　
　
度
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育児関係 介護関係

期間
（延長する場
合）

○子が１歳に達する日において（子が１
歳２か月に達するまでの育児休業が可能
である場合に
１歳を超えて育児休業をしている場合に
はその休業終了予定日において）いずれ
かの親が育児休業中であり、かつ次の事
情がある場合には、子が１歳６か月に達
するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、
入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者（もう一
人の親）であって、１歳以降子を養育す
る予定であったものが死亡、負傷、疾病
等により子を養育することが困難になっ
た場合
※同様の条件で１歳６か月から２歳まで
の延長可

手続 ○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めるこ
とができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び
終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の
繰下げ可能期間）は１か月前まで（ただ
し、出産予定日前に子が出生したこと等
の事由が生じた場合は、１週間前まで）
１歳以降の休業の申出は２週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の
事由が生じた場合は、１回に限り開始予
定日の繰上げ可
○１か月前までに申し出ることにより、
子が１歳に達するまでの期間内で１回に
限り終了予定日の繰下げ可
１歳以降の休業をしている場合は、２週
間前の日までに申し出ることにより、子
が１歳６か月
（又は２歳）に達するまでの期間内で１
回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出る
ことにより、撤回可
○上記撤回の場合、原則再度の申出不可

○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めるこ
とができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び
終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の
繰下げ可能期間）は２週間前まで

○２週間前の日までに申し出ることによ
り、93  日の範囲内で、申出毎に１回に
限り終了予定日の繰下げ可

○休業開始予定日の前日までに申し出る
ことにより、撤回可
○上記撤回の場合、再度の申出は１回の
み可

制度の内容

対象労働者

子
の
看
護
休
暇

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、１年に５日まで（当該
子が２人以上の場合は 10 日まで）、病気・けがをした子の看護又は子に予防接
種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
○半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。ただし、１日の所定労働
時間が４時間以下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認め
られる業務に従事する労働者は、１日単位での取得。
○労使協定により、所定労働時間の２分の１以外の時間数を半日と定めることも可
能

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続６か月未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

休
　
　
業
　
　
制
　
　
度
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育児関係 介護関係

制度の内容

対象労働者

制度の内容 ○３歳に満たない子を養育する労働者が
その子を養育するために請求した場合に
おいては、事業主は所定労働時間を超え
て労働させてはならない

○要介護状態にある対象家族を介護する
労働者がその対象家族を介護するために
請求した場合においては、事業主は所定
労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者 ○３歳に満たない子を養育する労働者
（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続１年未満の労働者
・週の所定労働時間が２日以下の労働者

○要介護状態にある対象家族を介護する
する労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続１年未満の労働者
・週の所定労働時間が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１か月以上１年以内
の期間
○請求できる回数に制限なし

○１回の請求につき１か月以上１年以内
の期間
○請求できる回数に制限なし

手続 ○開始の日の１か月前までに請求 ○開始の日の１か月前までに請求

例外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

制度の内容 ○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者がその子を養育するため
に請求した場合においては、事業主は制
限時間（１か月24 時間、１年150 時
間）を超えて労働時間を延長してはなら
ない

○要介護状態にある対象家族を介護する
労働者がその対象家族を介護するために
請求した場合においては、事業主は制限
時間（１か月24 時間、１年 150 時
間）を超えて労働時間を延長してはなら
ない

対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

○要介護状態にある対象家族を介護する
労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

期間・回数 ○１回の請求につき１か月以上１年以内
の期間
○請求できる回数に制限なし

○１回の請求につき１か月以上１年以内
の期間
○請求できる回数に制限なし

例外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

手続 ○開始の日の１か月前までに請求 ○開始の日の１か月前までに請求

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、１年に５日まで
（対象家族が２人以上の場合は 10 日まで）、介護その他の世話を行うために、
休暇が取得できる
○半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。ただし、１日の所定労働
時間が４時間以下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認め
られる業務に従事する労働者は、１日単位での取得
○労使協定により、所定労働時間の２分の１以外の時間数を半日と定めることも可
能

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続６か月未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

所
定
外
労
働
を
制
限
す
る
制
度

時
間
外
労
働
を
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す
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育児関係 介護関係

制度の内容 ○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者がその子を養育するため
に請求した場合においては、事業主は午
後 10 時～午前５時（「深夜」）におい
て労働させてはならない

○要介護状態にある対象家族を介護する
労働者がその対象家族を介護するために
請求した場合においては、事業主は午後
10 時～午前５時（「深夜」）において
労働させてはならない

対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・保育ができる同居の家族がいる労働者
保育ができる同居の家族とは、16 歳以
上であって、
イ  深夜に就労していないこと（深夜の
就労日数が１か月につき３日以下の者を
含む）
ロ  負傷、疾病又は心身の障害により保
育が困難でないこと
ハ  ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週
間）以内に出産する予定であるか、又は
産後 8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働
者

○要介護状態にある対象家族を介護する
労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続１年未満の労働者
・介護ができる同居の家族がいる労働者
介護ができる同居の家族とは、16 歳以
上であって、
イ  深夜に就労していないこと（深夜の
就労日数が１か月につき 3 日以下の者
を含む） ロ  負傷、疾病又は心身の障害
により介護
が困難でないこと
ハ  ６週間（多胎妊娠の場合は 14 週
間）以内に出産する予定であるか、又は
産後  8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働
者

期間・回数 ○１回の請求につき１か月以上６か月以
内の期間
○請求できる回数に制限なし

○１回の請求につき１か月以上６か月以
内の期間
○請求できる回数に制限なし

手続 ○開始の日の１か月前までに請求 ○開始の日の１か月前までに請求

例外 ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事
業主は請求を拒める

深
夜
業
を
制
限
す
る
制
度
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育児関係 介護関係

○３歳に満たない子を養育する労働者
（日々雇用を除く）であって育児休業を
していないもの
（１日の所定労働時間が６時間以下であ
る労働者を除く）に関して、１日の所定
労働時間を原則として６時間とする措置
を含む措置を講ずる義務
ただし、労使協定で以下の労働者のうち
所定労働時間の短縮措置を講じないもの
として定められた労働者は対象外
１  勤続１年未満の労働者
２  週の所定労働日数が２日以下の労働
者
３  業務の性質又は業務の実施体制に照
らして、所定労働時間の短縮措置を講ず
ることが困難と認められる業務に従事す
る労働者
○上記３の労働者について、所定労働時
間の短縮措置を講じないこととするとき
は、当該労働者について次の措置のいず
れかを講ずる義務
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・事業所内保育施設の設置運営その他こ
れに準ずる便宜の供与

○常時介護を要する対象家族を介護する
労働者（日々雇用を除く）に関して、対
象家族１人につき次の措置のいずれか
を、利用開始から３年以上の間で２回以
上の利用を可能とする措置を講ずる義務
・所定労働時間を短縮する制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用
の助成その他これに準ずる制度
ただし、労使協定で以下の労働者のうち
所定労働時間の短縮措置等を講じないも
のとして定められた労働者は対象外
１  勤続１年未満の労働者
２  週の所定労働日数が２日以下の労働
者

○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者に関して、育児休業に関
する制度、所定外労働の制限に関する制
度、所定労働時間の短縮措置又はフレッ
クスタイム制等の措置に準じて、必要な
措置を講ずる努力義務
○小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者に関して、配偶者出産休
暇等の育児に関する目的で利用できる休
暇制度を講ずる努力義務

○家族を介護する労働者に関して、介護
休業制度又は所定労働時間の短縮等の措
置に準じて、その介護を必要とする期
間、回数等に配慮した必要な措置を講ず
る努力義務

○事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
・育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
・育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
・その他の事項
○事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者
が介護していることを知った場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度を周知す
る努力義務

労働者の配置に関
する配慮

○就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子
の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や
家族の介護の状況に配慮する義務

不利益取扱いの禁
止

○育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制
限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をしたこと、又は取
得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止

育児休業等に関す
るハラスメントの
防止措置

○事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は
措置の申出
・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者
からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必
要な措置を講ずる義務

所定労働時間の短
縮措置等

小学校就学の始期
に達するまでの子
を養育又は家族を
介護する労働者に
関する措置

育児・介護休業等
の個別周知
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